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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、法令遵守をはじめとし、企業倫理の重要性と経営の健全化を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。

企業としての社会的責任を認識し、株主をはじめ、すべての利害関係者から一層信頼される企業を目指して、公正で透明性の高い経営の実現に

向けてコーポレート・ガバナンスに取組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則3-1-3】

　当社は、省エネ製品の開発をコンセプトに、環境に優しい持続可能型製品の開発・提供に取り組んでおります。2023年は水素専焼エンジンコンプ
レッサをはじめとした次世代エネルギー製品のコンセプトモデル3機種を発表し、人々の暮らしを支えるだけでなく、地球環境など様々な課題にチャ
レンジしております。成長戦略におけるサステナビリティ領域の位置付けや、今後の取組については「CORPORATE REPORT 2022」及び中期経営

計画「中期ビジョン2024修正版」の中で開示しております。またTCFDフレームワークにかかる取組の一環として、CO2排出量や環境負荷低減に資
する取組等について、環境報告書にて開示をしております。

　＜CORPORATE REPORT 2022＞

　　　https://ssl4.eir-parts.net/doc/6364/ir_material_for_fiscal_ym2/129144/00.pdf

　＜中期経営計画「中期ビジョン2024修正版」＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/library/other.html

　＜環境報告書＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/environment.html

【原則4-11】

　監査等委員である取締役を除く取締役4名、監査等委員である取締役4名で構成される当社取締役会は、迅速な意思決定を図るための適正規
模となっており、また、当社事業に精通した取締役や、独立・客観的な立場から取締役会を監督し意思決定に対する助言を行う社外取締役など、
多様な人材を確保しております。経営の監督にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に候補
者を選任してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】

＜政策保有株式の保有方針＞

　 当社は、取引先との有効な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、取引先の株式を取得及び保有することとしております。当社の

　 企業価値向上に資すると判断する限り保有を継続することとしますが、取締役会において便益・リスクと資本コストの比較を踏まえた中長期的

　 な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有意義が乏しいと判断した場合には、縮減を図ることとしております。

＜議決権行使の基準＞

　 持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、政策保有株式を保有することとした会社の株主総会における会社提案による議案に

　 ついては、著しく株主価値を毀損したと判断する場合を除き、原則として賛成票を投じることとします。なお、株主提案による議案については、会

　 社提案と比してまたは単独の議案として政策保有株式を有する会社及び当社の企業価値向上に資すると判断した場合には、賛成票を投じる

　 場合があります。

【原則1-7】

　・当社取締役は、当社取締役会の承認がない限り、利益相反取引及び競業取引を行いません。

　・主要株主等との取引を実施するにあたっては、少数株主をはじめとするステークホルダーの利益を害することのないよう、取引条件及びその

　 決定方法については、他の取引先と同等の条件としています。

【補充原則2-4-1】

　当社は、多様な価値観を有する一人ひとりが、持てる能力を最大限発揮できる職場づくりを目的として、性別、国籍、学歴、入社時期に関係なく、
能力や実績に応じて管理職への登用を行っております。その結果、管理職に占める女性、外国人、中途採用者の比率は19.4％、その管理職者数
は25名になります。今後もそれら人材の採用強化を図り能力開発の推進に取り組んでまいります。また当社は「物心ともに豊かで、公平な働きが
いのある会社とする」という経営理念のもと、多様性の確保に向けた人材の育成、社内環境の整備について注力してまいります。取組の一環とし
て、経営陣や管理者に対し外部講師によるダイバーシティに関する研修を行うなど、ダイバーシティの社内浸透を図っています。

　人的資本に関する基本方針として、当グループは100年企業に向かって成長を続けるにあたり、最も重要なステークホルダーの一つである「社
員」が誇りを持って働ける会社となる事を目指しており、経営理念の実現と行動指針の遵守に必要な、人材戦略の基本方針として「人事ビジョン」
を策定しております。人事ビジョンで目指すべき姿とする「公平な働きがいのある会社」を実現するための方針につきましてはCORPORATE REPO

RT 2022にて開示しております。

　＜CORPORATE REPORT 2022＞

　　 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6364/ir_material_for_fiscal_ym2/129144/00.pdf

【原則2-6】

　当社は企業型確定拠出年金制度を導入しています。当社では、運用機関・運用商品を適切に選定するとともに、従業員に対する資産運用に関



する教育機会の提供等を行うことで、従業員の安定的な資産形成を促進しております。なお、当社が採用している確定拠出年金制度においては、
個々の従業員等の積立金の運用が当社の財政状況に影響を与えることはありません。

【原則3-1】

　(1)当社の経営理念・年度の経営計画及び中期ビジョンにつきましては、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　　＜経営理念＞

　　　https://www.airman.co.jp/company/rinen.html

　　＜年度計画（決算短信）＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/library/tanshin.html

　　＜中期経営計画「中期ビジョン2024修正版」＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/library/other.html

　(2)・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　　　　本報告書Ⅰ.1基本的な考え方をご参照ください。

　　　・コーポレート・ガバナンスの基本方針

　　　　1.株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利の確保に努めるものとする。

　　　　2.会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、株主以外のステークホルダー（取引先、従業員、地域社会等）の立場を尊重

　　　　　し、適切な協働に努めるものとする。

　　　　3.法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報についても主体的に発信し、透明性の確保に努めるものとする。

　　　　4.持続的な成長と中長期的な成長に向けた機動的な意思決定を行うため、公正かつ透明性の高い取締役会運営を実施し、取締役会の役

　　　　　割・責務の適切な遂行に努めるものとする。

　　　　5.当社の長期安定的な成長の方向性を共有することができる株主との間で、建設的な対話に努めるものとする。

　(3)当社の取締役報酬は、月額報酬、賞与及び役員等株式給付信託により構成し、株主総会において承認された金額を上限として代表取締役

　　 が原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決議します。

　　＜取締役（社外取締役を除く）の報酬＞

　　　・月額報酬

　　　　世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、決定する。

　　　・賞与

　　　　世間水準、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけを図るため、連結業績の達

　　　　成度等に応じた金額とする。

　　　・役員等株式給付信託

　　　　取締役（社外取締役を除く）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも

　　　　株主と共有することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを高めることを目的として、役員株式給付規程

　　　　に基づき、ポイントを付与する。

　　＜社外取締役の報酬＞

　　　・月額報酬

　　　　世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、決定する。なお、独立かつ客観的な立場から経営の監督及び利益

　　　　相反の監督を行うため、賞与の支給及び役員株式給付規程に基づくポイントの付与は行わない。

　(4)選解任・指名の方針及び手続きにつきましては、以下のとおりです。

　　＜指名の方針＞

　　　取締役会は、取締役の指名にあたり、当社が独自に定める基準を用いて候補者を選定する。監査等委員である取締役を除く取締役につい

　　　ては、職務に関する高い知識、能力、ノウハウ、経験、実績を有し、自己の経験分野のみならず、当社の業務全般を俯瞰し、意思決定でき

　　　ること等を主な基準とする。監査等委員である取締役については、職務の執行に高いバイタリティを有していると同時に、監査品質向上に

　　　向けて自己研鑽に努めることができること等を主な基準とする。

　　＜指名の手続き＞

　　　独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会での評価及び事前審議を経て、取締役会における最終的な指名を行う。

　　＜経営陣幹部の解任の方針と手続き＞

　　　経営陣幹部が、当社役員規程に照らし、求められる職責を十分に果たしていないまたは果たすことができないと認められる場合には、指名報

　　　酬諮問委員会での事前審議を経て、解任議案を取締役会にて決議し、必要に応じて株主総会に付議する。

　　　（取締役の職責）

　　　1.法令及び定款ならびに株主総会、取締役会の決議を遵守し、会社のため、忠実にその職務を尽くすこと。

　　　2.会社運営方針の策定、会社経営の計画立案、会社業務の推進等の各場面において、自己の信念に基づいて取締役会で自己の意見を述

　　　　べること。

　　　3.職制に定める職責を十分に自覚し、責任をもって仕事にあたること。

　　　4.会社及び部門の統一と部下の監督、教育を行い、他部門との連携を密にすること。

　　　5.自己が担当する業務はもとより、全社的な視野にたって会社の業績向上、利益の増強、人の和の醸成に努めること。

　(5)取締役候補者の指名理由につきましては、当社ホームページに掲載しております株主総会参考書類をご参照ください。なお、解任理由につい

　　 ては、法令等に則り、適切に開示することといたします。

　　＜株主総会参考書類（招集ご通知）＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/shares/

【補充原則4-1-1】

　取締役会は、法令による取締役会の専決事項及び職務権限基準に定める重要な業務執行を決定し、それ以外の業務執行の権限を、金額等具

体的基準に応じて経営会議等に委譲しており、意思決定のスピードアップを図っております。

【原則4-9】

　会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を充足するものを当社から独立性を有するものとします。ただし、当社が定めるガイドライン

に抵触するものについては、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断します。

【補充原則4-10-1】

　取締役の指名・報酬については、企業経営を大きく左右する重要な検討事項という認識のもと、特に客観性・透明性が求められるところ、独立

社外取締役を過半数とする指名報酬諮問委員会を設置し、かかる内容について審議を行っております。

【補充原則4-11-1】

　取締役会は、定款に定める員数を上限としつつ、取締役会の実行的かつ安定的な運営を実現する観点から構成するものとし、株主総会に取締
役の選解任に関する議案を付議するにあたっては、以下を踏まえて適切に実施します。

（1）取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定を行うための適切な員数とする。

（2）取締役会の多様性の観点から、取締役会の全体としての知識・経験・能力・専門分野のバランスを考慮する。

（3）取締役会は、経営に対する監督機能の実効性を確保するため、独立性を有する社外取締役を最低2名以上選任する。

（4）取締役会の継続性・安全性の観点から、取締役候補者の決定にあたっては、同時にすべてまたはほとんど全員の候補者が新任とならない



　　よう考慮する。

　　なお、スキル・マトリックスについては、2023年6月開催の当社第92回定時株主総会の招集通知に掲載しております。

　　＜株主総会参考書類（招集ご通知）＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/shares/

【補充原則4-11-2】

　取締役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、当社ホームページに掲載しております株主総会招集ご通知をご参照ください。

　　＜株主総会招集ご通知＞

　　　https://www.airman.co.jp/ir/shares/

【補充原則4-11-3】

　当社は、取締役会の実効性を確保するため、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。2022年度は取締役全員に対
し「取締役会の実効性に係るアンケート」を行いました。なお、アンケートの集約及び分析については、客観性を確保することを目的に外部機関に
委託しております。

1.分析・評価方法

・2023年4月、取締役全員にアンケートを実施（設問＋フリーコメント）

・2023年5月、アンケート結果に基づく分析・評価結果を取締役会で報告し、今後の取組を議論

2.調査項目

・取締役会の機能（中長期的な経営戦略に関する議論等）

・取締役会の構成・規模（スキル・多様性の確保の状況等）

・取締役会の運営（取締役会の開催回数や時間、資料提供、議事運営等）

・監査機能に対する監督（各監査機関との連携等）

・社外取締役の機能発揮（社外取締役の機能発揮に向けた体制構築、社外取締役への情報提供等）

・株主・投資家との関係（取締役会に対する株主・投資家意見のフィードバック等）

3.評価結果の概要

評価の結果、コンパクトな取締役会構成により、社外取締役含めそれぞれの発言機会を確保し、オープンで活発な議論が可能な雰囲気が醸成さ
れ、迅速な意思決定に向けた基礎的な体制が整っていることを確認しました。一方、昨年度課題として認識された「中長期的な議論」について、サ
ステナビリティや中期経営計画等のテーマに基づいて一部議論が活発化しているものの、更なる議論が必要であると認識し、時間確保のための
環境整備等、改善を図ってまいります。

4.昨年度評価にて認識された課題への対応状況

①中長期的な議論の時間確保のための決議・報告事項の見直し

　 昨今の激しい環境変化に対応すべく中長期的目線のテーマに関する審議事項を取り上げ、議論を進めております。今後は、取締役会を更なる

「議論の場」とすべく、報告事項の効率化等、改善に向け取り組んでまいります。

②個々の取締役のスキル向上に資する役員トレーニングの充実

　 個別でのトレーニング機会の提供を行っているものの、体系的なトレーニング計画の策定、また後継者計画や人材戦略との連動の必要性が改

めて認識されました。役員トレーニングの充実に向け、検討を行ってまいります。

③社外取締役のさらなる知見活用のため、社外取締役に対する情報提供の充実

　 社外取締役への会社理解に資する機会提供を充実させ、社外取締役からも十分という評価をいただきました。一方で、取締役会資料の提供タ

イミングについては改善の余地があるものと認識され、今後サポート体制を強化してまいります。

④モニタリングが必要な審議事項のPDCA強化

　 各役員の意識醸成により一部個別での取組みがなされましたが、現状仕組み化まではなされておらず、今後、フォローアップの体制を整えてま

いります。

会社の持続的な成長を実現していくために、取締役会の実効性の向上に今後とも取り組んでまいります。なお、2021年度は外部機関による第三
者評価を実施しましたが、第三者評価は定期的に実施する予定です。

【補充原則4-14-2】

　当社の役員に対するトレーニングの基本的な方針は以下のとおりです。

　(1)取締役は、その役割・責務を適切に果たすために、当社の経営戦略、業績、財務状態、コーポレート・ガバナンス及び法令遵守その他の職務

　　 執行に必要な知識の習得及び継続的な更新、研鑽に努める。

　(2)当社は、個々の取締役に対し、就任時及び就任以降も継続的に、職務遂行に必要な情報や知識の提供、必要かつ適合したトレーニングの機

　　 会の提供、斡旋、その費用の支援を行う。

【原則5-1】

　当社における株主との建設的な対話に関する基本方針は以下のとおりです。

　(1)株主との対話全般については、ＩＲ担当役員を責任者として決算説明会等様々な取組みを通じて、内容、機会の充実を図る。

　(2)ＩＲ担当部門を中心として必要に応じて各部署と連携し、株主との対話の充実に向けて積極的なＩＲ活動に取組む。

　(3)当社の事業及びその戦略等の情報提供については、決算説明会や工場見学会の開催及びＩＲフェアへの参加等、積極的に推進する。

　(4)ＩＲ活動によって得られた株主等からの意見や要望等については、ＩＲ担当役員から取締役会にフィードバックする。

　(5)インサイダー情報については、内部情報管理および内部者取引規制に関する規程に基づき管理を徹底する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,621,100 9.17

バイオグリーン有限会社 2,444,000 8.55

GOLDMAN, SACHS & CO.REG 1,899,200 6.65

千代田産業株式会社 1,748,000 6.12

佐藤美武 1,449,366 5.07

北越工業持株会 1,238,980 4.34



CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY

IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE VPL1 TRUST
1,000,000 3.50

株式会社みずほ銀行 932,980 3.26

株式会社第四北越銀行 932,800 3.26

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 658,400 2.30

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している



社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小池敏彦 弁護士

鈴木孝昌 学者

齋藤貴加年 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小池敏彦 ○ ○ ―――

弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を
有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの
強化に活かしていただくため選任しておりま
す。

また、当社の意思決定に影響を与える取引関
係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれ
はないと判断したため、独立役員に指定してお
ります。

鈴木孝昌 ○ ○ ―――

大学教授であり、豊富な経験と専門知識を有し
ており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化
に活かしていただくため選任しております。

また、当社の意思決定に影響を与える取引関
係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれ
はないと判断したため、独立役員に指定してお
ります。

齋藤貴加年 ○ ○ ―――

公認会計士としての豊富な経験と専門的な知
識を有しているとともに、会社経営の知識・経
験を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に
活かしていただくため選任しております。

また、当社の意思決定に影響を与える取引関
係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれ
はないと判断したため、独立役員に指定してお
ります。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会の必要とする時に備え、業務補助のための部門を内部監査室等と定め、その人事については監査等委員会の同意を得る
こととしております。

当該使用人が監査等委員会の業務補助を行う場合、監査等委員会の指示に従って職務を行うこととしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員である取締役は、監査等委員会にて審議するとともに、定期及び必要に応じて内部監査担当や会計監査人と情報交換の会合を持ち、
効率的かつ客観的な監査等が行えるよう、連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

―

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

毎月定例の取締役会に出席し、業務内容を十分把握し、それぞれの専門知識を活かした立場で、適法、適正な監査意見を表明しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

監査等委員である取締役を除く取締役（社外取締役を除く）及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメ
リットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的とし、また、当社の監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会
的評価の向上を動機づけることを目的としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

監査等委員である取締役を除く取締役（社外取締役を除く）年間報酬総額128,233千円　監査等委員である取締役（社外取締役を除く）年間報酬総
額18,607千円　社外取締役年間報酬総額17,820千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本報酬等に関する方針

　　固定報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさなどに応じた役位及び職務等を勘案し、世間水準及

　　び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮した相応な金額とする。

２．業績連動報酬等に関する方針

　　業績連動報酬等（賞与）については、過去の支給実績、世間水準、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的

　　な向上に対する動機付けを図るため、連結業績（連結売上高、連結営業利益、連結売上高営業利益率、連結ROE）の達成度等に応じた金額

　　とする。

３．非金銭報酬等に関する方針

　　株式報酬については、当社が定める役員株式給付規程に従って、報酬月額、業績達成度等に応じたポイントを付与し、累積したポイント（株式

　　数）に相当する当社株式を信託を通じて給付する。

４．報酬等の割合に関する方針

　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等（賞与、株式報酬）により構成され、各報酬の占める割合

　　は、固定報酬が約55～65％、業績連動報酬が約35～45％（内、賞与が約30～35％、株式報酬が約5～10％）を目安として設定する。

５．報酬等の付与時期や条件に関する方針

　　・基本報酬（固定報酬）　 　月例の固定報酬とする

　　・業績連動報酬等（賞与）　毎年一定の時期に支給する

　　・業績連動報酬等（株式）　取締役の退任時とする

６．報酬等の決定の委任に関する事項

　　当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、指名報酬諮問委

　　員会の答申結果をもとに、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬につ

　　いては取締役会により決定する。

７．上記のほか報酬等の決定に関する事項

　　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容



　　は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長

　　によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申

　　の内容に従って決定をしなければならない。なお、株式報酬は、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式

　　数を決議する。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポート体制につきましては、管理本部に担当者をおき、必要と思われる情報や取締役会等の資料につきまして、事前説明する体
制をとっております。

毎月開催される取締役会の資料につきましては、出席前に常勤監査等委員である取締役及び管理本部より事前説明がなされます。

調査、検討が必要な事項につきましては、常勤監査等委員である取締役または管理本部より、事前に資料を提出しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

寺尾　正義 相談役
経営陣の求めに応じ、

意見を述べる
非常勤、報酬有 2023/06/28 １年（更新有）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速に経営判断ができる体制になっております。

また、業務執行状況の報告を行い逐次監督しております。さらに取締役、執行役員及び部長を含めた経営会議を毎月実施し、全社的な業務執行
状況を把握し、速やかに経営判断を行い、情報開示に反映しております。

監査等委員である取締役は取締役会及び経営会議に出席するほか、社内の重要な会議に積極的に参加し、取締役の業務執行状況を監視でき
る体制となっております。

監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と独立社外取締役である監査等委員3名で構成されております。

指名報酬諮問委員会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。

会計監査業務につきましては、EY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。

当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

業務を執行した公認会計士は、同監査法人に所属する指定有限責任社員・業務執行社員・塚田一誠氏及び指定有限責任社員・業務執行社員・
髙橋顕氏であります。

監査業務に関わる補助者の構成は、公認会計士11名、その他15名であります。

監査報酬の内容につきましては、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬43,000千円であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取
締役会の監督機能の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、
経営の柔軟性と効率性を高めるため、現行の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
紙面による議決権行使と電磁的議決権行使の併用を実施することにより、選択の幅を広
げる取組みを実施しております。

その他 招集通知、報告書を当社ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期の年２回開催しており、当社決算概要及び事業戦略を
機関投資家に対して代表者及びＩＲ担当より説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、決算説明会資料、CORPORATE

REPORT、中期ビジョン、株主総会招集通知、株主総会決議通知等及び適時
開示資料を当社ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署：経営企画室

ＩＲ担当役員：取締役管理本部長　佐藤豪一

ＩＲ事務連絡責任者：執行役員経営企画室長　藤浪陽一

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ＩＳＯ１４００１の認証を取得しております。当社の環境への取組みにつきましては当社ホー
ムページに掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令遵守をはじめとし、企業倫理の重要性と経営の健全化を経営の最重要課題として位置付け、内部統制システムを構築、改善を進
め、効率的で適法な企業体制維持に努めております。

整備及び運用につきましては、財務報告に係る内部統制規程に基づき、内部統制責任者及び内部統制事務局を設け、コンプライアンス及び業務
の適切性、有効性の評価を行っております。

また、適宜、監査等委員会及び監査法人とも意見交換を行い、整備運用状況に関する助言を受け、変更の手続きについては取締役会決議にて、
内部統制システムの構築、整備を進めております。

以下、当社の内部統制システムの基本方針10項目掲載

［当社の内部統制システムの基本方針］

１．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1)企業価値向上のために制定した中期ビジョン及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行う。

　(2)「組織規程」の職務権限基準及び決裁ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。

　(3)職務執行の効率性を高めるため、各部門の業務進捗状況を取締役会及び部長以上を含めた経営会議で部門責任者より報告を受け、全社

　　 的な業務の効率化を図る体制とする。

２．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(1)法令、定款等の遵守を目的として、コンプライアンスに関する規程を定め、取締役自らが率先垂範する。また、研修等を通し、コンプライアンス

　　 体制の推進を図る。

　(2)「組織規程」の職務分掌表及び職務権限基準により、職務の範囲や権限を定め、適切な牽制が機能する体制とする。

　(3)「反社会的勢力排除規程」により、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組

　　 織全体として毅然とした対応をとる。

　(4)内部監査室はコンプライアンス体制の運用状況を監査し、監査報告書を社長へ提出するとともに、その結果を定期的に取締役会及び監査

　　 等委員会等に文書で報告する。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報

　　 種別に応じて定められた期間、保存する。

　(2)これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(1)企業活動に関連する損失の危険については、経営環境の変化に対応しながら、「リスク管理規程」により管理する。

　(2)新たに生じたリスクについては、代表取締役がリスクの内容により適当と定めた責任部門を指定し、リスク管理体制を明確化する。

　(3)内部監査室はリスク管理状況を監査し、監査報告書を社長へ提出するとともに、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会等に文書

　　 で報告する。

　(4)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に則り緊急対策協議会を招集し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を

　　 最小限にとどめる体制を整える。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　(1)当企業集団は、「子会社運営規程」により業務の適正確保に努める。

　(2)子会社は、「子会社運営規程」に基づく特別の事項については、管理本部担当取締役への報告、承認、決裁を義務付け、重要事項について

　　 は、取締役会決裁事項とする。

　(3)子会社の事業に関しては、子会社の自主性を尊重しつつ、それぞれ統括責任を負う取締役を任命し、企業集団としての業務の適正を図るとと

　　 もに、管理本部は子会社より定期的に事業報告を受け、子会社の取締役の職務執行が効率的に行われるよう管理する。

　(4)子会社を内部監査室による監査の対象とし、監査報告書を社長へ提出するとともに、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会等に

　　 文書で報告することとし、内部監査室は当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価する。

　(5)子会社が規程等に基づいてリスク管理を行い、重要事項については統括責任を負う取締役及び管理本部と協力して当企業集団として管理す

　　 る。

　(6)内部通報制度（ホットライン）の窓口を当社及び子会社の共用のものとして社内外に設けるとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを

　　 理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

　(7)当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当

　　 社の管理本部担当取締役及び内部監査室に報告する体制とする。

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性

　　並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

　(1)監査等委員会の必要とする時に備え、業務補助のための部門を内部監査室等と定め、その人事については監査等委員会の同意を得ること

　　 とする。

　(2)内部監査室等が監査等委員会の業務補助を行う場合、監査等委員会の指示に従って職務を行うこととする。

７．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

　(1)監査等委員は取締役会及び経営会議等に出席し、経営状況、リスク管理、コンプライアンス等、当社及び当企業集団全般にわたる報告を受

　　 ける体制とする。

　(2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、当該事実に関して報告する。

　(3)監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等に対して報告を求めることがで

　　 きる。

　(4)監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

　(5)内部通報制度の通報状況について速やかに監査等委員会に報告を行う。

８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会に対して、取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を確保するとともに、代表取締役、内部監査室及び監査法人

　と、それぞれ定期的に意見交換会を開催する。

９．監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針

　監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務執行に必要でないと

　認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理をする。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制



　金融商品取引法等の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるように内部統制シス

　テムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力排除規程を制定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、また、不当な要求
に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。

この方針につきましては、2008年4月21日付の取締役会において、当社「内部統制システムの基本方針」へ追加する旨決議し、改定しております。

整備状況につきましては、反社会的勢力排除に向け次のように体制を整備しております。

１．対応統括部署の設置状況

　・管理本部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し、不当要求に屈しない体制を構築し対応しております。

２．外部の専門機関との連携状況

　・平素より、所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携を密にし、反社

　　会的勢力に対する体制を整備しております。

　　また、当社は新潟県企業対象暴力対策協議会、及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、指導を受けるとともに情

　　報の共有化と収集を図っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




